
居宅介護事業所　芳徳の郷ほなみ　料金表

令和6年7月1日現在

1,　基本料金（月）

要介護１・２ 10,860円

要介護３・４・５ 14,110円

２，加算料金（月） 以下の要件を満たす場合、上記の基本料金に以下の料金が加算されます。

・初回加算 3,000円 ①初回　②要支援から要介護へ変更　③要介護度が2区分以上変更

・特定事業所加算Ⅲ 3,230円

・入院時情報連携加算（Ⅰ） 2,500円 入院した病院・診療所へ入院以前・入院日に必要な情報を提供した場合

・入院時情報連携加算（Ⅱ） 2,000円 入院した病院・診療所へ3日以内に必要な情報を提供した場合

・退院退所加算

退院・退所加算（Ⅰ）イ 4,500円 病院等の職員から情報収集を１回行っている場合

退院・退所加算（Ⅰ）ロ 6,000円 病院等の職員からカンファレンスにより情報収集を１回行っている場合

退院・退所加算（Ⅱ）イ 6,000円 病院等の職員から情報収集を２回以上行っている場合

退院・退所加算（Ⅱ）ロ 7,500円

退院・退所加算（Ⅲ） 9,000円

・通院時情報連携加算 500円

・緊急時等居宅カンファレンス加算 2,000円

・ターミナルケアマネジメント加算 4000円

３，減算（月）

・運営基準減算　

・特定事業所集中減算 2000円

交通費：実施地域を超えて片道5㎞未満100円、片道５㎞以上200円を別途請求させて頂く場合があります。

実施地域：小田原市、南足柄市、開成町、中井町、大井町、松田町、山北町

介護支援専門員1人当たりの取り扱い件数が44件未満

上記基本利用料の

５０％

指定居宅介護支援の業務が適切に行われず、一定の要件に該当した場合

（２か月以上継続の場合100％）

居宅サービス計画に位置付けた訪問介護等について特定の事業所への集

中率が80％を超える場合

退院・退所後医師が回復の見込みがないと判断した場合、サービス利用の実績がなくても居宅介護支援費を算定すること

が可能です。

※要介護認定された方は、介護保険で全額給付されるので原則として自己負担はありません、保険料の滞納等により保険

給付金が直接事業所に支払われない場合上記の料金を頂き、当事業所から提供証明書を発行し上記の料金を頂き、当事業

所から提供証明書を発行します、この証明書を後日市町村窓口に提出すると全額払い戻しが受けられます。

主任介護支援専門員を配置し、質の高いケアマネジメントを実施できる体制を整える

等、一定の要件を満たした場合

入院先の病院・診療所、または入所先の介護保険施設等の職員から必要な情報の提供を受けた上

で居宅サービス計画を作成し、居宅サービス等利用調整を行った場合

病院等の職員から情報収集を２回行っている場合であって、うち１回以

上がカンファレンスによる場合

病院等の職員から情報収集を３回行っている場合であって、うち１回以

上がカンファレンスによる場合

病院・診療所の医師、歯科医師の受診時に同席し必要な情報提供を行

い、医師、歯科医師から必要な情報を受けて記録した場合

病院等の求めにより居宅にてカンファレンスを行い利用者に必要な居宅

サービス等の利用調整を行った場合

末期の悪性腫瘍であって、在宅で死亡した利用者に対しターミナルケア

マネージメントを行った場合


